
年額 月額

第２段階
（基準額×0.75）

５５，８００円 ４，６５０円

第３段階
（基準額×0.75）

５５，８００円 ４，６５０円

第４段階
（基準額×0.90）

６６，９００円 ５，５７５円

第６段階
（基準額×1.20）

８９，２００円 ７，４３３円

第７段階
（基準額×1.30）

９６，７００円 ８，０５８円

第８段階
（基準額×1.50）

１１１，６００円 ９，３００円

第９段階
（基準額×1.70）

・本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が３００万円以上の方 １２６，４００円 １０，５３３円

２，７８３円

・世帯の誰かに市町村民税が課税されていて，本人は市町村民税
　非課税で，本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０
　万円以下の方

・世帯の誰かに市町村民税が課税されていて，本人は市町村民税
　非課税で，課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円を
　超える方

・世帯全員が市町村民税非課税で，前年の課税年金収入額と合計
　所得金額の合計が１２０万円を超える方

　・世帯全員が市町村民税非課税で，前年の課税年金収入額と合計
　　所得金額の合計が８０万円以下の方

　・生活保護被保護者

　・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

平成３０年度　第１号被保険者（６５歳以上）所得段階別介護保険料

・本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が１２０万円未満の方

第１段階
（基準額×0.45）

・世帯全員が市町村民税非課税で，前年の課税年金収入額と合計
　所得金額の合計が８０万円を超え１２０万円以下の方

第５段階
（基準額）

介護保険料額

７４，４００円 ６，２００円

３３，４００円

保険料段階区分 対　　象　　者

・本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が１２０万円以上
　２００万円未満の方

・本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が２００万円以上
　３００万円未満の方


